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 １．公益目的事業 

  公１＝文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業 

       対象施設〔越谷コミュニティセンター、越谷市中央市民会館、越谷

市日本文化伝承の館こしがや能楽堂、越谷市日本庭園花

田苑、キャンベルタウン野鳥の森〕 

(１) 文化振興事業 

    市民のだれもが身近に文化芸術を享受できる環境を整備しな

がら“文化芸術による街づくり・人づくり”をコンセプトに多面

的な自主文化事業を開催してまいります。(別紙事業一覧表) 

   ① 鑑賞型事業 

     魅力ある一流の国内外の優れた舞台芸術の鑑賞の場として、

クラシック・古典芸能・演劇・ポップス・映画など各ジャン

ルよりバリエーションある企画を構成し、身近に舞台芸術に

接していただく機会を広く市民に提供してまいります。 

   ② 市民参加型事業 

     市民自らが各種の事業に参加(体験)をすることで、文化芸術

への理解、関心を高めていただくためのワークショップや参

加企画事業を実施します。 

   ③ 市民文化育成事業 

     次世代を担う子どもたちへの文化育成、各種団体の育成、

地域の人材の発展・育成など多面的な育成事業を実施します。 

   ④ 利用促進事業 

     施設をより多くの市民の方々に知っていただくため各種イ

ベントを開催します。 

   ⑤ 共催・後援事業 

     団体、又は個人が行う文化活動や公益的事業への側面的な

支援協力を実施します。 

   ⑥ 友の会事業 

     顧客の定着化とチケットの販売促進を図ります。 

    （サンシティ友の会) 

      会員に越谷コミュニティセンターの情報誌「サンシティ

コミュニケーション」を送付し、公演等のチケットの優先

予約や料金割引等を行います。 

     (こしがや能楽堂友の会) 

      会員にこしがや能楽堂で開催される能楽をはじめ文化芸

術事業のお知らせを送付し、公演等の料金割引や隣の花田

苑で開催する茶会の無料券配布と割引を行います。 

(２) 施設管理貸与事業 

    各施設の指定管理者として、安全で快適な環境の中で、より



多くの市民の方々に利用していただけるよう創意工夫し、利用

率の向上を目指し鋭意努力してまいります。 

   また、施設を文化芸術活動や地域の興隆活動、自然保護に係る

知識の普及などを行う個人及び団体等に施設を貸与すること若

しくは入園いただくことにより、文化芸術及び地域コミュニテ

ィ活動の振興を図ってまいります。 

   なお、越谷コミュニティセンターにおいては、耐震のため市に

よる大ホール客席吊天井の改修工事を予定しており、２月１日

から３月１４日まで大ホールの貸出しを休止いたします。 

 

  公２＝スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業 

      対象施設〔越谷市総合体育館、越谷市民球場、緑の森公園越谷市弓

道場、越谷市立しらこばと運動公園競技場〕 

    (１) スポーツ・レクリエーション振興事業 

        若年層から高齢層まで幅広い世代の地域住民の健康・体力の

増進寄与のため、誰もが気軽に、低廉な価格で参加できるスポ

ーツ・レクリエーション教室等を実施してまいります。(別紙事

業一覧表) 

① 市民参加型スポーツ振興企画事業 

         地域住民のニーズや流行を反映させた大会・イベント・教

室を低廉な価格で継続的に、誰もが気軽に体験できる機会を

提供してまいります。 

       ② 共催・後援事業 

         スポーツの振興や普及・育成を図るため側面的な支援協力

を実施します。 

    (２) 施設管理貸与事業 

     各施設の指定管理者として、安全で快適な環境の中で、より

多くの市民の方々に利用していただけるよう創意工夫し、利用

率の向上を目指し鋭意努力してまいります。 

   また、地域活動の拠点となるスポーツ施設を貸与することによ

り、スポーツ・レクリエーションの振興及び健康・体力の増進

を図ってまいります。 

   なお、総合体育館においては、経年の利用に伴う床面の傷など

の劣化等が全体的に見られるようになり、各種競技大会等の利

用に支障が生じる恐れが出てきたことや、バスケットボール競

技のルール改正に伴い、コートラインの変更を行わなければ公

式戦が認められない状況となったことから、市による第一体育

室と第二体育室の競技室床研磨修繕を予定しており、８月１日

から９月７日まで貸出しを休止いたします。この期間は武道場



と会議室のみの利用貸出しとなります。 

 

  公３＝体験学習等を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の

健全な育成を図る事業 

      対象施設〔越谷市科学技術体験センター〕 

    (１) 科学技術の振興事業 

        地域の児童及び青少年を対象に、科学実験や体験学習を通して

科学技術への興味と関心を喚起し、未来を担う創造性豊かな人材

の育成を図るとともに、実験・工作など五感を使った体験を通し

て、科学の楽しさ・素晴らしさに触れていただく事業を実施して

まいります。 

       [担当業務]  

サイエンスショー、ムーンウォーカー、情報コーナー、ワーク 

ショップ、科学ビデオ、サウンドラボ、ロボット公開、手回し

発電 

    (２) 出張サイエンスショー 

        科学への興味・関心を深めることを目的として、さまざまな

施設やイベントに出張し、サイエンスショーを実演します。 

 

 ２．収益事業 

  収１＝施設利用者の利便性の向上を図るための事業 

      施設の貸館事業を行うとともに施設利用者の便宜を図るため利用 

  者へのサービス事業を実施します。 

    (１) 公益目的外の貸館事業 

        施設利用の促進を図るため、公益目的外の利用に施設を貸与し

ます。貸出しを行う施設は、越谷コミュニティセンター、越谷市

中央市民会館、こしがや能楽堂、越谷市立総合体育館の４施設で

す。 

    (２) 利用者へのサービス事業 

        施設利用者のへのサービス向上を目的に、物品販売、自動販売

機の設置、レストラン等の斡旋を行います。 

    (３) 受託入場券の販売事業 

        施設を利用して実施する公演、大会等の入場券を販売します。 

    (４) テナント賃貸 

        施設内の一部をレストランに賃貸します。 

 

 

 

 


